
消防本部からのお知らせ 

救急車適正利用について 

かほく市消防本部管内の令和７年における救急出動件数は

１,５９３件（令和６年１,５４７件）でした。 

この中には、緊急性がない救急要請もあり、本当に救急車を必要

とする方を待たせてしまう可能性があるため、救急車の適正利用に

ご協力をお願いします。 

 

令和８年２月１日（日）から石川県内全域で「いしかわ救急安心

センター事業（♯７１１９）が運用開始されました。 

救急車が必要か判断に迷ったときに下記の窓口にて救急電話相談

を受けることができます。 

 



熱中症から身を守ろう！ 

熱中症とは、高温多湿の環境で体温調節がうまくいかず、体に異常

が起きる状態です。放置すると命に関わる危険があります。 

 

熱中症警戒アラートを活用しましょう 

熱中症警戒アラートは環境省のLINE公式アカウントで確認するこ

とができます。 
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